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高圧ガスの製造、貯蔵の許可取消又は停止命令

　市長は、第１種製造者又は第１種貯蔵所の所有者若しくは占有者が、法令の規定に違反し
たときは、高圧ガスの製造若しくは第１種貯蔵所の許可を取り消し、又は期間を定めてその
製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができます。

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第38条第１項
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)

高圧ガス保安法第38条第１項
　都道府県知事は、第１種製造者又は第１種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のい
ずれかに該当するときは、第５条第１項若しくは第16条第１項の許可を取り消し、又は期間
を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第１種貯蔵所の所有
者又は占有者にあつては、第６号の規定については、この限りでない。
１　第11条第３項、第15条第２項、第18条第３項、第26条第２項若しくは第４項、第27条
　第２項、第34条若しくは次条第１号若しくは第３号の規定による命令又は同条第２号の
　規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
２　第14条第１項又は第19条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を許可
　を受けないでしたとき。
３　第20条第１項又は第３項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は
　第１種貯蔵所を使用したとき。
４　第27条の２第１項、第３項、第４項若しくは第７項（第27条の３第３項において準用
　する場合を含む。）、第27条の３第１項若しくは第２項又は第27条の４第１項の規定に
　違反したとき。
５　第65条第１項の条件に違反したとき。
６　第７条第２号から第４号までに該当するに至つたとき。
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